
令和５年度第２回高知県医療施設等物価高騰緊急対策給付金申請等要項

Ⅰ 給付金の概要

１．趣旨

光熱費や食材料費等の物価高騰において、国が定める公定価格により経営している医療施設

等では、物価高騰の影響を価格に転嫁することができず、運営経費の負担が増大していること

から、サービスの安定的な提供を継続できるよう、光熱費や食材料費等高騰分の経費の一部を

支援する目的で、医療施設等に対して、「高知県医療施設等物価高騰緊急対策給付金」（以下

「給付金」という。）を支給します。

２．対象地域

高知県（高知市を除く。）

ただし、病院については、高知市内の施設であっても、高知県の開設許可を受けている病院

は対象とします。

３．支給額

別表１に定める対象事業所・施設の種別ごとの基準単価により算定し、支給します。

Ⅱ 申請要件

給付金の申請要件は、次の各号を全て満たす者（（３）を除き以下「申請者」という。）としま

す。

（１）法人（地方公共団体、一部事務組合及び広域連合を除く。）又は個人であって、対象地域

で対象事業所・施設（別表１）の許可、認可若しくは登録を受け、又は届出を行い、サービ

スを提供していること。

（２）対象事業所・施設については、令和６年１月 1日までに開設し、申請日時点で許可等を受

けていること。

（３）申請者等（代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等）が、暴力団

（高知県暴力団排除条例（平成 22 年高知県条例第 36 号）第２条第１号に規定する暴力団を

いう。）又は暴力団員等（同条第３号に規定する暴力団員等をいう。）に該当しないなど、別

表２に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。

（４）県税の滞納がないこと。

Ⅲ 申請手続き等

１．給付金に関する問い合わせ先

給付金の申請手続き等に関して、ご質問等がある場合は、以下の給付金申請手続き相談窓口

へお問い合わせください。

高知県医療施設等物価高騰緊急対策給付金 事務局

電話番号：０５７０－５５－０２６３＜ナビダイヤル＞

メールアドレス：k-iryou@spool.co.jp

受付時間：午前９時から午後５時まで（土日祝日を除く。）



２．申請書類

別表３に掲げる申請書を提出してください。なお、必要に応じて追加書類の提出及び説明を

求めることがあります。また、提出していただいた申請書類は、返却しません。申請内容につ

いて確認が行えるよう、お手元に控えを残したうえで原本を提出してください。

３．申請書類の入手方法

対象事業所・施設には、あらかじめ申請書類を郵送します。併せて、下記の高知県庁ホーム

ページからも、申請に必要な書類を印刷及びダウンロードできます。

○高知県庁ホームページ（健康政策部医療政策課）

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131301/2024021500187.html

４．申請書類の受付期間

令和６年３月５日（火）から令和６年４月 30日（火）まで

５．申請受付方法

以下の方法で申請を受け付けます。

・郵送による受付

申請書類を以下の宛先へ郵送してください。

なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

令和６年４月 30 日（火）必着です。

【宛先】〒843-0022

佐賀県武雄市武雄町武雄４９９２ ゆめタウン武雄２階

エスプールグローカル武雄センター内

「高知県医療施設等物価高騰緊急対策給付金申請受付係」

※送料は、申請者ご負担でお願いします。

６．支給の決定

申請書類を受理した後、その内容を審査し、適正と認められるときは、申請内容に応じた給

付金を支給します。給付金の支給は、令和６年３月 21 日から順次開始する予定です。

７．通知等

申請書類の審査の結果、給付金を支給する旨の決定をしたときは、様式４「高知県医療施設

等物価高騰緊急対策給付金支給決定通知書」により通知します。

なお、申請書類の審査の結果、給付金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、様式５

「高知県医療施設等物価高騰緊急対策給付金不支給決定通知書」により通知します。



Ⅳ その他

（１）申請は、法人（個人立の場合は、個人）あたり１回限りとし、やむを得ないと判断される

場合を除き、追加・変更の申請等は受け付けません。

（２）申請要件に該当しない事実や不正等が疑われる場合は、検査を実施し、又は報告を求める

ことがあります。

（３）（２）の検査等の結果、申請要件に該当しない事実や不正等が明らかであると判明した場

合は、給付金の不支給を決定し、又は支給決定を取り消します。既に給付金の支給を受けて

いる申請者は、給付金を返還するとともに、給付金の受領の日から返還の日までの日数に応

じた加算金（給付金の額に年 10.95 パーセントの割合で計算した額）を支払わなければなら

ない場合があります。また、返還金及び加算金が納期限までに納付されない場合は、延滞金

が加算されます。

（４）申請書類に記載された情報については、給付金の支給や検査等に関する事務のほか以下の

場合を除き、使用しません。

①県内の市町村が、独自に創設した物価高騰の影響を受けた医療施設等への運営費支援のた

めの給付金に関する事業を実施するために必要であるとして、高知県に情報提供（申請者

情報、振込先等）の依頼があった場合

②税務情報として使用する場合

③高知県情報公開条例（平成２年高知県条例第１号）第５条の規定に基づく開示請求を受け

た場合

④国の行政機関等が給付金等の支給要件の該当性等を審査するため必要な場合であって、当

該審査に必要な限度で高知県に情報提供（申請書及び提出書類に記載された情報）の依頼

があった場合

（５）上記（３）による申請要件に該当しない事実や不正等が判明し、高知県が給付金の返還等

を求めた申請者については、法人名や対象施設名などの情報を公表することがあります。

（虚偽申請であると認められた場合も、不支給とするとともに公表することがあります。）


